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●補助率 対象経費の1/2以内を補助

●補助上限額

１年度あたり20万円
●補助率 対象経費の1/2以内を補助

※大阪府の補助制度もあります。

〒572-8555 寝屋川市本町１番１号

TEL 072-825-2409 FAX 072-825-2633

Mail toshi01@city.neyagawa.osaka.jp

展示会等への製品出展事業

展示会に出展するなら

国等の補助金を申請するなら

お問合せ・申込

∇ 上記全ての補助対象経費とは、消費税及び地方消費税の額を除きます。
∇ 補助には要件と限りがあります。詳細はお電話または窓口でご確認ください。
∇ 事業実施後の申請はお受けできませんので、ご利用される方は事前にご相談下さい。
∇ 詳しくは「寝屋川市中小企業経営・技術支援補助金交付要綱」をご覧ください。

▲ 注 意 事 項

寝 屋 川 市
都市デザイン部
都 市 一 課 （ 総 合 戦略 ・ 産 業 立 地 ）

製品、技術又は新たに製作する展示物若しくは配布資料を展示会又は見本市
（オンライン展示会を含む。）に出展するために必要となる出展料

補助対象経費

～中小企業経営・技術支援事業補助金～

中小企業者

国等補助金の申請サポート事業

補助対象経費

国又は大阪府が実施する市内中小企業者を対象とした設備投資に対する
補助額が100万円以上である補助事業への申請で、外部専門機関等へ依
頼する際に必要となる委託料又は報償費の必要と認められる経費

●補助上限額

①補助対象経費のうち、申請時に外部の専門機関等に支払う費用：10万円
②補助対象経費のうち、成功報酬として、法人又は個人に支払う費用：30万円

総額で30万円

国からの補助金もあります
新事業進出補助金 ／ものづくり補助金 ／小規模事業者持続化補助金 等

ただし、ユニーク経営賞市長賞受賞
の中小企業者については、受賞日の
属する年度からその翌々年度までの
間は、1年度当たり４０万円を限度
とします。

ただし、ユニーク経営賞市長賞受賞
の中小企業者については、受賞日の
属する年度からその翌々年度までの
間は、1年度当たり５０万円を限度
とします。
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